
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
従
業
者
の
員
数
の
基
準

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

合

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
又
は
指
定
障
害
者
支

援
施
設
基
準
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
就
労
継
続
支
援
Ｂ

型
事
業
所
等
又
は
基
準
該
当
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業

所
に
置
く
べ
き
職
業
指
導
員
若
し
く
は
生
活
支
援
員
又

は
サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
の
員
数
を
満
た
し
て
い
な
い

こ
と
。

百
分
の
七
十

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
従
業
者
の
員
数
の
基
準

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割

合

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
に
置
く
べ
き
世
話
人
又
は

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
の
員
数
を
満
た
し
て
い
な
い
こ

と
。

百
分
の
七
十

平成˜Ÿ年 月™ 日 金曜日 (号外第™™›号)官 報

ロ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
４
の
１
の
ロ
の
療
養
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
ó
を
算
定
す
べ
き
指
定
療
養
介
護
の
単
位

の
施
設
基
準

当
該
指
定
療
養
介
護
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
の
員
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前
年
度
の
利
用

者
の
数
の
平
均
値
を
三
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
４
の
１
の
ハ
の
療
養
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
ô
を
算
定
す
べ
き
指
定
療
養
介
護
の
単
位

の
施
設
基
準

当
該
指
定
療
養
介
護
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
の
員
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前
年
度
の
利
用

者
の
数
の
平
均
値
を
四
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
４
の
１
の
ニ
の
療
養
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
õ
を
算
定
す
べ
き
指
定
療
養
介
護
の
単
位

の
施
設
基
準

当
該
指
定
療
養
介
護
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
の
員
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前
年
度
の
利
用

者
の
数
の
平
均
値
を
六
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ホ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
４
の
１
の
ホ
の
療
養
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
ö
を
算
定
す
べ
き
指
定
療
養
介
護
の
単
位

の
施
設
基
準

当
該
指
定
療
養
介
護
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
の
員
数
が
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
十
条
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

指
定
生
活
介
護
等
の
施
設
基
準

イ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
１
の
イ
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
ò
を
算
定
す
べ
き
指
定
生
活
介
護
等
の
単

位
（
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
１
の
注
３
に
規
定
す
る
指
定
生
活
介
護
等
の
単
位
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
施
設
基
準

当
該
指
定
生
活
介
護
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
号

又
は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
看
護
職
員
、
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法

士
並
び
に
生
活
支
援
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
生
活
支
援
員
等
」
と
い
う
。）の
員
数
の
総
数
が
、
常
勤
換
算

方
法
で
、
前
年
度
の
利
用
者
（
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
１
の
注
２
の
\
又
は
]
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
を
除
く
。ロ
か
ら
ヌ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）の
数
の
平
均
値
を
一
・
七
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
１
の
ロ
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
ó
を
算
定
す
べ
き
指
定
生
活
介
護
等
の
単

位
の
施
設
基
準

当
該
指
定
生
活
介
護
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
等
の
員
数
の
総
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前

年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
を
二
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
1
の
ハ
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
ô
を
算
定
す
べ
き
指
定
生
活
介
護
等
の
単

位
の
施
設
基
準

当
該
指
定
生
活
介
護
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
等
の
員
数
の
総
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前

年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
を
二
・
五
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
1
の
ニ
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
õ
を
算
定
す
べ
き
指
定
生
活
介
護
等
の
単

位
の
施
設
基
準

当
該
指
定
生
活
介
護
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
等
の
員
数
の
総
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前

年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
を
三
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ホ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
1
の
ホ
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
ö
を
算
定
す
べ
き
指
定
生
活
介
護
等
の
単

位
の
施
設
基
準

当
該
指
定
生
活
介
護
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
等
の
員
数
の
総
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前

年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
を
三
・
五
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
1
の
ヘ
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
÷
を
算
定
す
べ
き
指
定
生
活
介
護
等
の
単

位
の
施
設
基
準

当
該
指
定
生
活
介
護
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
等
の
員
数
の
総
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前

年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
を
四
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ト

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
５
の
1
の
ト
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
ø
を
算
定
す
べ
き
指
定
生
活
介
護
等
の
単

位
の
施
設
基
準

当
該
指
定
生
活
介
護
等
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
生
活
支
援
員
等
の
員
数
の
総
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
前

年
度
の
利
用
者
の
数
の
平
均
値
を
四
・
五
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
16
の
１
の
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
５
の
\
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合

指
定
共
同
生
活
援
助
事
業
所
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
共
同
生
活

援
助
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
従
業
者
の
員
数
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け

る
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
に
つ
い
て
は
、
所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
施
設
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
四
の
ロ
及
び
五
以
外
に
つ
い
て
は
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
、
四
の
ロ

及
び
五
に
つ
い
て
は
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

一

指
定
療
養
介
護
の
施
設
基
準

イ

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
一
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数

表
（
以
下
「
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い
う
。）第
４
の
１
の
イ
の
療
養
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
ò
を
算
定
す
べ
き

指
定
療
養
介
護
の
単
位
（
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
百
二
十
三
号
。
以
下
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基

準
」
と
い
う
。）第
五
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
療
養
介
護
の
単
位
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
施
設
基
準

当
該
指
定
療
養
介
護
の
単
位
ご
と
に
置
く
べ
き
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規

定
す
る
生
活
支
援
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
生
活
支
援
員
」
と
い
う
。）の
員
数
（
生
活
支
援
員
と
し
て
看
護

師
を
配
置
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
看
護
師
以
外
の
生
活
支
援
員

の
員
数
と
生
活
支
援
員
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
看
護
師
の
員
数
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
と
す

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
、
常
勤
換
算
方
法
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
条
第
十
五
号
又

は
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
二
号
。
以
下
「
指
定
障
害
者
支
援
施
設
基
準
」
と
い
う
。）第
二
条
第
十
五
号
に
規

定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）で
、
前
年
度
の
利
用
者
（
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
４
の
１
の

注
２
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）の
数
の
平
均
値
を
二
で
除
し
て
得
た
数
以
上
で

あ
る
こ
と
。
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